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デ
ジ
タ
ル
化
推
進
に
よ
る

行
政
・
議
会
の
業
務
合
理
化

の
一
環
と
し
て
、
会
議
等
で

の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
、
リ
モ

ー
ト
会
議
を
導
入
し
た
委
員

会
等
を
実
現
す
べ
き
と
思
い

ま
す
。
仕
事
の
生
産
効
率
を

向
上
さ
せ
る
為
に
も
、
様
々

な
社
会
情
勢
に
対
応
す
る
為

に
も
、
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化

は
必
須
と
考
え
て
い
ま
す
。

令
和
３
年
度
当
初
予
算
案
の

中
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
の

経
費
が
組
み
込
ま
れ
て
い
ま

す
の
で
、
以
下
の
点
に
つ
い

て
お
伺
い
し
ま
す
。

⑴　

具
体
的
な
計
画
は
。

⑵　

自
治
会
へ
も
拡
大
し
連

携
を
図
る
お
考
え
は
。

⑶　

デ
ジ
タ
ル
化
推
進
事
業

に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
効
果

を
求
め
る
の
か
。

デジタル化推進
事業について

回答（町長）

⑴　

具
体
的
に
は
電
子
端
末

機
器
を
導
入
し
、
リ
モ
ー
ト

会
議
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し

て
い
く
こ
と
を
計
画
し
て
い

る
。
時
期
に
つ
い
て
は
議
決

後
早
期
を
予
定
。

⑵　

自
治
会
へ
拡
大
し
連
携

を
図
っ
て
い
く
。
自
治
会
長

か
ら
も
行
政
と
の
連
絡
に
つ

い
て
メ
ー
ル
な
ど
デ
ジ
タ
ル

化
を
導
入
し
て
ほ
し
い
と
の

意
見
が
あ
る
。
ま
た
、
議
会

や
町
側
の
端
末
機
器
購
入
予

算
は
計
上
し
て
い
る
が
、
自

治
会
長
や
そ
の
他
必
要
と
す

る
団
体
代
表
者
へ
の
配
布
も

検
討
中
。

⑶　

デ
ジ
タ
ル
化
推
進
に
あ

た
っ
て
は
、
全
国
の
自
治
体

が
同
じ
シ
ス
テ
ム
で
動
く
こ

と
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ

ト
、
的
確
な
情
報
収
集
、
コ

ロ
ナ
禍
で
の
３
密
対
策
な
ど

に
効
果
が
あ
る
と
期
待
。
ま

た
、
様
々
な
理
由
で
出
勤
が

困
難
な
職
員
に
対
す
る
自
宅

で
の
仕
事
を
可
能
に
す
る
。

　

日
本
は
外
交
で
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
の
人
権
擁
護
を
明
確
に
打

ち
出
し
て
い
ま
す
が
、
同
性

婚
に
つ
い
て
の
国
内
法
整
備

は
遅
れ
て
お
り
、
国
連
人
権

理
事
会
か
ら
是
正
勧
告
を
受

け
て
い
ま
す
。
一
方
で
自
治

体
で
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に

対
し
て
婚
姻
と
同
等
で
あ
る

こ
と
を
承
認
す
る
「
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
」
が
急
速

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
に
は
５
番
「
ジ
ェ
ン
ダ

―
平
等
」
、
10
番
「
人
や
国

の
不
平
等
を
な
く
そ
う
」
と

掲
げ
ら
れ
、
ま
た
松
田
町
は

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
で
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
つ
い
て
の
理
解
を

促
進
す
る
と
謳
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
次
の
こ
と
を
お
尋
ね

し
ま
す
。

⑴　

当
町
で
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
導
入
を
検
討
さ
れ
て

い
ま
す
か
？

⑵　

様
々
な
書
類
の
性
別
欄

の
見
直
し
は
し
て
い
ま
す

か
？

⑶　

公
的
施
設
や
学
校
の
ジ

ェ
ン
ダ
ー
レ
ス
な
ト
イ
レ
設

置
や
案
内
の
現
状
は
？

性の多様性に
対応するために

回答（町長）

⑴　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
達
成
に
向
け

意
識
改
革
や
具
体
的
取
り
組

み
が
求
め
ら
れ
、
過
去
の
概

念
を
も
考
え
直
す

必
要
性
が
高
ま
っ

て
い
る
。
先
行
す

る
市
町
の
制
度
を

参
考
に
、
人
権
施

策
基
本
指
針
の
策

定
、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
制
度
の
導

入
に
向
け
た
検
討

を
行
う
。
啓
発
活

動
に
も
取
り
組
む
。

⑵　

国
・
県
に
お

い
て
書
類
の
性
別

欄
の
必
要
性
や
記
載
方
法
の

見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
中

で
、
松
田
町
に
お
い
て
も
精

査
し
て
対
応
す
る
。
既
に
戸

籍
、
住
民
票
な
ど
の
申
請
書

は
、
性
別
欄
を
削
除
し
て
い

る
。

⑶　

庁
舎
に
は
各
階
に
多
目

的
ト
イ
レ
（
か
な
が
わ
み
ん

な
の
ト
イ
レ
）
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
建
設
中
の
松
小
新

校
舎
に
は
、
各
階
２
、
職
員

用
に
１
、
み
ん
な
の
ト
イ
レ

が
設
置
さ
れ
る
が
、
寄
小
、

松
中
は
体
育
館
に
各
１
で
、

本
校
舎
に
は
な
い
。
公
共
施

設
整
備
計
画
で
検
討
す
る
。

土佐原林道、
早期に町道へ移管

回答（町長）

⑴　

秦
野
市
道
20
号
線
の
土

佐
原
林
道
松
田
町
境
か
ら
秦

野
市
方
向
に
約
２
４
０
ｍ
が

ネ
ク
ス
コ
中
日
本
の
地
域
貢

献
事
業
で
拡
幅
工
事
が
完
了

し
ま
し
た
。

　

そ
の
先
の
秦
野
市
道
20
号

線
は
、
三
廻
部
地
内
ま
で
道

路
改
良
に
向
け
て
秦
野
市
で

調
査
が
始
ま
り
ま
す
。

⑵　

土
佐
原
林
道
は
、
林
道

用
地
の
境
界
確
定
や
分
筆
登

記
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
町
管
理
道
路
と
し
て
移

管
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

町
移
管
ま
で
に
は
安
全
で

安
心
し
て
通
行
で
き
る
よ
う

改
良
を
求
め
、
早
期
に
町
道

と
し
て
移
管
を
実
現
す
る
た

め
に
県
と
連
携
を
密
に
し
て
、

取
組
ん
で
い
き
ま
す
。

質
問
者

　
唐
澤
　
一
代
　
議
員

デ
ジ
タ
ル
化
推
進
事
業
に
よ
る

行
政
改
革
に
つ
い
て

質
問
者

　
平
野��

由
里
子
　
議
員

性
の
多
様
性
に

�

対
応
す
る
た
め
に

庁舎多目的トイレ


